
2026 年 5 月 22 日 

麗澤大学 

 

専任教員の公募について（観光・地域経済フィールドスタディ） 
 

このたび本学におきまして、下記の要領により専任教員を公募することになりました。  
  

記 
 

１．担当予定科目 「基礎専門演習（観光・地域経済フィールドスタディ）」、「基礎数学」、「統計学」、「情

報リテラシー」、「ゼミナール」等 

※ 年間 12 コマ（半期 6 コマ）を標準担当コマ数とする。 

２．所  属 経済学部 

３．研究分野 大分類：人文・社会 

小分類：経済政策、公共経済・労働経済、地域研究、観光学  

大分類：社会基盤 

小分類：社会システム工学 

４．職  種 助教、准教授、教授 

５．勤務形態 常勤 

※教授・准教授については、原則として任期を定めない採用とする。ただし、採用時

の業績等により任期を 3 年とし、任期中の審査により任期の定めのない教員（定年

65 歳）に改めて任用する手順を踏むことがある。 

※助教任期を 3 年とし、審査により更新を認める。ただし、更新は 1 回を限度とし、

更新後の任期を 2 年とする。また、在職期間中に准教授昇任審査の機会を設ける。 

 

・概算年収 

業績により個人差があります。以下はおおよその目安です。  

助教：500 万円～ 

准教授：530 万円～ 

教授：750 万円～900 万円 

６．募集人員 １名 

７．着任時期 2027 年 4 月 1 日（着任時期については応相談） 

８．応募資格 (1)博士の学位を有する者（着任日までに取得見込みの者）又はこれと同等以上の学

識を有する者 

(2)本学の建学の精神を尊重し、熱意をもって教育にあたることができる者  

(3)学士力を高める教育に積極的に貢献できる者  

(4)統計学、基礎数学、情報リテラシー、または英語による専門科目を担当できる者

が望ましい 

９．提出書類 (1)履歴書（本学指定書式、写真貼付、電子メールアドレス記載）  

(2)研究教育等業績一覧（本学指定書式） 

(3)主要な著書・論文 3 点以上。論文の場合は「抜刷り」又は「コピー」を 3 部提出のこ

と。著書の場合は 1 部のみの提出で可（ただし、800 字程度の「要旨」を付すこと）。 

(4)最終学位を証明するもの（学位授与証明書や学位記の写し、あるいは学位取得見込み

であることを証明する書類） 

(5)「基礎専門演習（観光・地域経済フィールドスタディ）」の授業計画書（シラバス）

※「到達目標」、「授業の概要と目的」、「授業内容」（14 回分）、「成績評価方法・

基準」は必ず記載すること。 

(6)実務経験のある者は、そのことを証明する書類（「職務経歴書」） 

(7)日本語能力を示す書類（外国人のみ） 

※上記(1)～(2)の書類は、公募の URL からダウンロードすること 

10．提出期限 2026 年 9 月 1 日（火）【必着】 

11．提 出 先 麗澤大学 学長室教員公募担当 電子メール：ebe-boshu@reitaku-u.ac.jp 

注 1：応募書類は書類ごとすべて PDF ファイルに変換し、電子メールで送付してくださ

い。その際のメールのタイトルは、「教員公募(観光・地域経済フィールドスタディ)応募」

としてください。学術論文、書籍等の電子化が困難な場合は、2026 年 9 月 11 日までに書

留郵便または宅配便で送付してください。送付先は以下の通りです。 

〒277-8686 千葉県柏市光ヶ丘 2-1-1 麗澤大学 学長室教員公募担当 



※封筒に「教員公募(観光・地域経済フィールドスタディ)書類在中」と朱書してくださ

い。 

12．選考方法 一次選考：書類選考 

     ※一次選考終了後、通過者にのみ結果を通知します。 

二次選考：面接及び模擬授業（2026 年 9 月下旬～10 月上旬） 

三次選考：面接（2026 年 10 月上旬） 

四次選考：面接（2026 年 10 月中旬～下旬） 

13．お問合せ先 E-mail：ebe-boshu@reitaku-u.ac.jp 

※問合せはメールのみ対応します。メールの件名に「教員公募(観光・地域経済フィー

ルドスタディ)」を明記してください。 

14．備  考 ・面接の実施に際しての旅費・滞在費等は応募者負担とします。  

・着任に際しての旅費・引越し費用等は応募者負担とします。  

・原則として、応募書類は返却いたしません。ただし、著書等の返却を希望される場

合は、その内容を明記の上、切手を貼った封筒（宛先記入）又は宅配便着払い伝票

（必要事項記入）を貼った封筒を同封してください。 

・経歴の虚偽申告については、状況に応じて懲戒処分の対象となる場合がありますの

でご注意ください。 

以 上 


